
対象者　戦没者などの死亡当時の遺族で、令和２
年４月１日（基準日）において「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者
遺族等保護法による遺族年金」などを受
ける方（戦没者などの妻）がいない場合、
次の順番による先順位の遺族一人に支給
されます。

①　令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族
　　等保護法により弔慰金の受給権を取得した方
②　戦没者などの子
③　戦没者などの孫
④　戦没者などの兄弟姉妹
⑤　（①～④以外）の戦没者などの三親等内親族

（甥、姪）※戦没者などの死亡時まで引き続
き１年以上の生計関係を有していた方に限り
ます。

請求期間　令和５年３月31日まで
詳　細　生活環境課　交通・町民活動グループ　
　　　　☎８２－２２６５

　令和２年４月１日～令和３年３月31日の期間、
白老町全域で野犬掃討を実施します。
詳　細　生活環境課　交通・町民活動グループ　
　　　　☎８２－２２６５

日　時　４月22日㈬　18時～21時
　　　　（17時30分受け付け開始）
対　象　町内在住、町内在勤の方（再受講可）
会　場　消防庁舎　２階大会議室
内　容　普通救命講習（ＡＥＤ心肺蘇生法、止血法）
定　員　先着10名（５名以上で実施予定）
　　　　事前の申し込みが必要です。
持ち物　筆記用具、上履き　※実技に適した服装で。
　　　※eラーニングを受講した方は２時間講習
　　　　です。消防庁ホームページからアクセス
　　　　できます。
　　　※お申し込みは受け付けておりますが、新
　　　　型コロナウイルス感染拡大防止のため開
　　　　催を中止することがありますので、ご了
　　　　承ください。
詳　細　消防署　☎８３－１１１９

　国民年金保険料の納付について、学生の方は、
申請により在学中の納付が猶予される「学生納
付特例制度」があります。納付が困難なときは、
「学生納付特例制度」を活用しましょう。
※学生本人の所得基準があります。
★承認期間
４月（または20歳誕生月）から翌年３月まで
★手続きに必要なもの
①年金手帳（年金番号の分かるもの）
②在籍期間が確認できる学生証（コピーの場合は
　両面）または在学証明書
③印鑑（本人が署名する場合は不要）
④会社などを退職して学生になった方は、雇用保
　険被保険者離職票、雇用保険受給者証など
◆在学中に継続して学生納付特例を受けるために
は、毎年１回、４月以降に申請が必要です。令和
２年度保険料は、16,540円です　
詳　細　町民課　国保・年金グループ
　　　　☎８２－２３２５

日　時　４月９日㈭、16日㈭、23日㈭、30日㈭
　　　　13時30分～15時30分
　　　　１日４件相談可能（１件30分）
会　場　いきいき４♥６
　　　※ただし、30日は萩野公民館で行います。
相談料　無料　＊事前の予約をお願いします。
詳　細　生活環境課　交通・町民活動グループ
　　　　☎８２－２２６５

第11回戦没者特別弔慰金の請求

野犬掃討の実施

普通救命講習会

国民年金保険料の学生納付特例制度

札幌弁護士会・法テラスの無料法律相談

対　象　納税者またはこれに準ずる方　他
日　時　【縦覧】４月１日㈬～６月１日㈪
　　　　【閲覧】通年
場　所　税務課窓口
内　容　自分の資産（土地・家屋）と他の資産の
　　　　評価額を比較して、固定資産税が適正で
　　　　あるかを確認･判断します。
　　　※対象者や確認できる内容については下記
　　　　に問い合わせてください。
詳　細　税務課　資産税グループ
　　　　☎８２－２６５９

固定資産税の縦覧・閲覧
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